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●目的 

  本事例集は、風景街道パートナーシップの方々が、活動を 

  行う際の参考にして頂くことを目的として作成。 

 

  

●連絡先 

  ・ 各活動事例に関する質問については、活動事例の中に 

  記載されている連絡先へ問い合わせ可。 

 

  ・ その他活動等に関する質問につきましては、管轄する 

  各地方協議会へお問い合わせ下さい （巻末をご参照 

  ください）。 
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  ■ 風景街道の登録状況 ～平成２２年５月現在 全国で１１７ルートが登録～ 
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地域ブロック：北海道

ルート名称 ：支笏洞爺ニセコルート

活動名称 ：景観阻害看板撤去・集約に関する一連の活動

１．活動の概要

(1) 活動内容

①看板の撤去 （景観を阻害する看板１５基を撤去）

②看板のデザイン統一（果樹園通りに設置されていた各農家地先の看板のデザインを

統一看板に交換）

③看板の集約化 （民間企業等、６基の看板を集約化）

①看板の撤去 ②看板のデザイン統一 ③看板の集約化

(2) 活動による成果・効果

・ 撤去活動及び地域住民同士での議論を継続することで、景観を阻害する要因

となる看板等の設置・撤去に関する地域住民の意識が醸成されてきている。

・ 看板撤去に関しては、民間事業者と連携を図ることが確立されれば、撤去に係る

費用を最小限に抑えながら、道路沿道景観の向上を図ることが可能であることが分

かった。

・ また、看板撤去希望者には口頭により日本風景街道（シーニックバイウェイ北海

道）の説明も併せて実施し、趣旨を理解していただいた上で実施したことにより、

理念の普及啓発がなされた。

自治体広報誌での取り組み紹介 新聞での取り組み紹介

（北海道建設新聞）
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(3) 活動のきっかけ、目的・目標

・ 地元地方公共団体である壮瞥 町 が観光客を対象にして平成１６年度に実施した
そうべつちよう

アンケート調査において、景観阻害要因の第１位として「看板」が挙げられた。

・ この結果を踏まえ、美しい景観の形成を図る上での一つの方策として、景観を阻

害する看板の撤去・集約、デザイン統一を図ることが重要と考え、関係する団体が

連携して取り組みを進めることとした。

・ 将来的には壮瞥町を代表する美しい田園風景を保全・創出し、永きにわたり

良好な景観を守り続けることを目的とし、「そうべつくだもの通り」を重点区

域とする景観協定等が締結され、地域の良好な田園風景を保全できれば最良

であると考えている。

２．取り組み内容

(1) 活動を行うに当たっての主な課題

①看板の撤去

・ 既設看板の所有者をどうやって把握するか。

・ 既設看板の所有者からどうやって看板撤去の合意を得るか。

②看板のデザイン統一

・ デザイン、表示ルール等についてどうやって関係者間の合意を得るか。

③看板の集約化

・ 看板集約等についてどうやって関係者間の合意を得るか。

・ 集約した看板の作成・維持管理手法についてどうするか。

(2) 具体的取り組み内容

①看板の撤去

ｲ)景観を阻害する既存看板の調査（平成１７年度）

・ 洞爺湖エリア全域において景観を阻害する民間看板（約2,758基）を対象に

エリア内実走査を実施し、全ての看板について設置状況、老朽度等のデータベ

ースを作成した。

・ 評価項目として、「老朽化指数」と「設置必要度」を設け分類した。

＝老朽化指数N（新品）、A（良好）、B（普通）、C（老朽化）

＝設置必要度A（特に必要）B（必要）C（どちらとも言えない）D（不要）

・ 上記分類の結果、今後、看板撤去交渉対象となる看板（設置必要度Ｄ（不要）

判定）として140基を抽出した。

・ 抽出した140基の看板については、今後の撤去に向けて優先的に看板所有者

と交渉を図ることとした。
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＜老朽化指数＞

Ｎ：新品（最近設置されたもの）

Ａ：新しい（年数は経過しているが、盤面等に色かすみなどなく新しいもの）

Ｂ：やや古いがまだ使用可（老朽化しているが、看板として機能しているもの）

Ｃ：老朽化して使用不可（盤面が消えており、看板として機能していないもの）

・ 町内実走査および看板の評価は、洞爺湖エリアの観光地としての魅力を向上

させたいと考えていた活動団体（パートナーシップ）である『そうべつくだも

の村』（民間の観光農園）が実施した。

・ 『そうべつくだもの村』がこのような取り組みを主体的に取り組むことにな

った背景としては、壮瞥町を代表する美しい田園風景を保全・創出し、永きに

わたり良好な景観を守り続けるとともに、訪れていただいた方に再び来たいと

感じてもらえる景観及び環境作りを進めたいという果樹農家の思いがある。

ﾛ)看板所有者との撤去に係る協議等（平成１９年度）

・ 景観阻害看板として抽出した140基には所有者不明のものが含まれていたた

め、地元新聞、自治体広報誌、新聞折込チラシで看板の撤去希望者を募集した。

（ただし、所有者不明の看板全てについて所有者の把握は出来なかった）

・ 公募等による撤去希望が１５基あり、対象看板が物理的に撤去可能か確認し

た上で、所有者と個別に協議し撤去を実施した。

・ 看板の撤去希望者の公募は活動団体である『ＮＰＯ法人そうべつ観光協会』

が実施した。

・ 『ＮＰＯ法人そうべつ観光協会』が公募の窓口となったのは、エリア内外の

広域的なネットワークを有することや任意団体である『そうべつくだもの村』

よりも法人化された団体が適切と判断したためである。

・ 撤去に係る所有者との協議は『そうべつくだもの村』が実施した。

・ シーニックバイウェイルートにおいて行政等関係機関により組織される行政

連絡会議は、エリア内の各自治体ほか関係行政機関等に対する取り組みの周知

や必要に応じた窓口対応等についての情報共有を図る機能を有した。
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ﾊ)看板の撤去（平成１９年度）

・ 撤去の同意を得た看板１５基の撤去作業は、『ＮＰＯ法人そうべつ観光協会』

と『そうべつくだもの村』がボランティアで実施し、撤去後の看板は廃品回収

業者が無償で引き取ったため、看板撤去は費用をかけずに実施できた。

（廃品回収業者は、「撤去希望者の公募」で看板撤去の情報を知り無償撤去を

申し出ていた）

②看板デザインの統一

ｲ)関係者間の調整（平成１９年度）

・ 看板の統一デザインや表示ルールは、ルート沿道の“くだもの通り”（※１）

の果樹園経営者で構成し、活動団体でもある『そうべつくだもの村』が中心と

なって検討した。

※１：壮瞥町内の国道４５３号の通称

・ 検討及び取り組みの推進にあたり、『そうべつくだもの村』にて検討会を開

催し、理事会（総会）にて構成メンバーの承認を得る形とした。

③看板の集約化

ｲ)関係者間の調整（平成１９年度）

・ 看板の集約化は、看板所有者である地元民間企業と協議し、集約化のルール

を決定した。

・ 企業との協議については、『そうべつくだもの村』代表者及び事務局担当者

が直接出向き、交渉を図った。

ﾛ)集約看板の作成・維持管理（平成１９年度）

・ 集約した看板の設置は、『そうべつくだもの村』が費用を負担し実施した。

・ 設置した看板の清掃や補修などに係る維持管理（※２）は、看板所有者の地

元民間企業が費用分担する協定を締結した。

※２：看板の維持管理経費は試行期間として5年間限定

・ 上記の集約化のルール作成、維持管理費用の費用分担の協定は『そうべつく

だもの村』が実施した。

・ 行政連絡会議は、エリア内の各自治体ほか関係行政機関等に対する取り組み

の周知や必要に応じた窓口対応等についての情報共有を図る機能を有した。

 

協力：行政連絡会議

＜地域への周知＞
・地元新聞への掲載
・自治体広報誌
・新聞折込

①情報発信

地元民間企業など
③看板撤去への協力

【公募による看板撤去】

そうべつくだもの村
ＮＰＯ法人そうべつ観光協会

②地域への周知
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３．取り組み上の反省点、活動の結果生じた課題、その対応方針等

○看板撤去に関して

・ 公募型という形で撤去活動を実施したが、前項の民間事業者と連携を図ること

が確立されれば、撤去に係る費用を最小限に抑えながら、道路沿道景観の向上を

図ることが可能であることが分かった。

○看板集約に関して

・ 集約看板設置は、道路利用者からの視認性向上と、看板の整理による沿道景観

向上の両方が図られることが重要であり、ただ単に集約看板を設置するだけでは、

ともすれば看板の新たな林立を促進してしまうことが危惧される。「撤去」と「集

約」を上手く結びつけ、沿道景観向上を図っていくことが重要である。

○景観協定の策定に向けて

・ 将来的に協定が締結され、地域の良好な田園風景を保全できれば最良である。

・ 今後も地域の景観意識の向上を更に深め引き続き、地域が一体となって民間看

板における景観向上・保全に努めていくとともにエリアの拡大を目指していく。

４．問い合わせ先

所属団体：そうべつくだもの村

担当者名：松山 智巳（壮瞥町経済環境課 商工観光室 商工観光係長）

電話番号：0142-66-4200

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：matsuyama.tomomi@town.sobetsu.lg.jp
関連ＨＰ：http://www.phoenix-c.or.jp/~kudamono/

【看板集約化】

地元民間企業
（観光業、小売業など）

①企業との交渉

②協力企業との協定

そうべつくだもの村

協力：行政連絡会議
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地域ブロック：東北

ルート名称 ：出羽の古道六十里越街道

活動名称 ：六十里越街道を活かした観光商品開発に関する一連の活動

１．活動の概要

(1) 活動内容

1)六十里越街道を活かした観光商品の開発

①広域連携・交流促進プロジェクト「アクションプラン」の立案

②観光商品（旅行ツアー企画）の開発

(2) 活動による成果・効果

六十里越街道を一つの資源として、３市２町（山形市、中山町、寒河江市、西川町、

鶴岡市）が連携した広域的な活動に発展するとともに、沿道住民の「街道文化価値再認

識と交流の活性化」が図られている。

また、モニターツアー企画が好評で４月以降の商品化に向けて動き出すなど「域外

からの交流人口拡大による産業振興、地域活性化」が図られつつある。

(3) 活動のきっかけ、目的・目標

山形県内では、環日本海交流圏である新潟北部～山形～秋田や福島県会津地域～山形

県米沢市、宮城県仙台市～山形県山形市などの内陸地域における観光交流活動が盛んで

ある。しかし、出羽三山信仰や戦国戦乱時代の軍路、庄内地域～山形県内陸部の物流交

易の道として栄えた六十里越街道を有する当地域においては、広域的な視点で街道復元

や街道をテーマとした活動が行なわれているものの、その活動は限定的なものとなって

おり、多数ある良好な地域資源を活かした地域づくりがなされておらず、観光資源とし

て十分に活かしきれていない状況であった。

このことから六十里越街道を有する地域が一体となって地域づくりを進め、地域文化

の発掘、観光交流の促進を図る必要があることから、関係団体による≪六十里越街道で

つながる広域連携・促進プロジェクト≫を立案し、域外からの交流人口拡大による産業

振興・活性化を図るため、観光商品開発に向けたモニターツアーを企画開催した。

２．取り組み内容

(1) 活動を行うに当たっての主な課題

①広域連携・交流促進プロジェクト「アクションプラン」の立案

ｲ)六十里越街道を共有する沿道関係者の合意形成、連携をいかにして図るか。また、

その活動をどう展開していくか。

ﾛ)具体的な取り組みを進めていくうえで、実行力のある組織をどうつくるか。

ﾊ)地域の方々に、広域連携による交流促進の必要性をいかにして理解していただく

か。
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②観光商品（旅行ツアー企画）の開発

ｲ)商品化に関するノウハウが無い。

ﾛ)商品化を含めたＰＲ活動をどうするか。

(2) 具体的取り組み内容

①広域連携・交流促進促進プロジェクト「アクションプラン」の立案（平成20年度）

ｲ)六十里越街道を共有する沿道関係者の合意形成、連携をいかにして図るか。また、

その活動をどう展開していくか

・ 「六十里越街道」という歴史的な街道で繋がった地域の連携促進の突破口と

して、地域文化の発掘、交流や観光促進の観点から、沿線自治体３市２町によ

る準備委員会を立ち上げ、地域活性化に関わるプロジェクトの発掘、支援を行

っている(財)東北産業活性化センターと連携を図りながら、当該地域の魅力向

上を目指すとともに、将来的には多様な連携の可能性を探る≪六十里越街道で

つながる広域連携・交流促進プロジェクト≫「アクションプラン」を立案した。

▼六十里越街道でつながる広域連携・交流促進プロジェクト

「アクションプラン」の内容
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ﾛ)具体的な取り組みを進めていくうえで、実行力のある組織をどうつくるか

（平成20年度）

・ 「アクションプラン」を推進していくために、学識経験者、県、民間有識者

で構成する委員会を設置するとともに、先行する取り組み（リーディン事業）

を実施する戦略プロジェクトチーム（以下戦略ＰＴ）を結成した。

・ 委員会及び戦略ＰＴの構成員は、こうした取り組みに精通している有識者（東

北風景街道協議会委員）からのアドバイスを受けながら、学識経験者や行政

（官）から選出するだけでなく、アクションプランを実行していくうえで強力

なパートナーとなるマスメディア、観光事業者、旅行業事業者などを取り込ん

だ組織とし、六十里越街道の広報活動やツアー商品の企画化などを強力に推し

進められる体制とした。

・ リーディング事業以外のアクションプラン等を具現化するため、本格的な連

絡会議を設立すべく「（仮）六十里越街道地域連絡準備会議」の設置に向け、

現在検討中。

▼委員会・戦略ＰＴメンバー名簿

ﾊ)地域の方々に、広域連携による交流促進の必要性をいかにして理解していただく

か

○広域連携講座の開設（平成21年度）

・ 地域住民、自治体、事業関係者等に対し、広域連携による交流促進の必要性

を啓発することを目的として、「街道歩き」・「旅学講座」・「地域交流会」から

なる広域連携講座を開設した。

・ 東北芸術工科大学文化財保存修復センターの「六十里越街道を歩く」事業と

連携し、全行程を歩くとともに、夜には旅学講座、地域交流会を開催し、地域

資源の魅力について再確認を図った。
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▼広域連携講座の開催状況

○広域連携フォーラムの開催

・ 広域連携による交流促進の意義や展開の必要性を、域内住民に広く啓蒙しつ

つ、域内外へ広域連携を周知することを目的として、平成22年2月7日（日）に

広域連携フォーラムを開催した。

・ 今年度は特に、新たに広域連携のスタートを切る位置付けとし、沿線各自治

体の首長同士の合意の下に、六十里越街道広域連携・交流促進「共同宣言」を

宣言した。

▼沿線各自治体首長による共同宣言

○広域連携祭（六十里越街道まつり）の開催

・ 地域間の連携を深め、六十里越街道に対する理解や価値観を共有し、域内外

へＰＲすることを目的に広域連携祭（六十里越街道まつり等）を実験イベント

として開催する。
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・ 今年度は取り組み始めとして、街道沿線の共通資源である酒（ＳＡＫＥ）と

その地域ならではの肴を組み合わせて「六十里越ＳＡＫＥ街道」としてパンフ

レットを作成し、沿線経済の活性化に繋がるきっかけづくりを行った。

▼「六十里越ＳＡＫＥ街道」広報ＰＲ用パンフレット

②観光商品（旅行ツアー企画）の開発（平成21年度）

ｲ)商品化ノウハウが無い

・ ふるさとづくり志向や教育的効果を加味して、仙台圏域等からの誘客などに

よる交流型のニューツーリズムに視点をおいたモニターツアーを実施し、商品

造成化の可能性を検討した。実際に山形～鶴岡市の行程を対象に10月26日～28

日（２泊３日）に大手旅行エージェント社員の参加を得てファムトリップ（専

門家による旅行商品造成可能性調査）を実施した。

・ ファムトリップの実施にあたっては、こうした取り組みに精通している有識

者（東北風景街道協議会委員）からのアドバイスにより構成された戦略ＰＴメ

ンバーである観光事業者や旅行業事業者のネットワークを活用し、大手旅行エ

ージェントを始めとした８社に参加いただき、好評を得られた。平成22年4月

以降の商品化に向け作業が進められている。

・ また、ファムトリップの実施結果についても、マスメディア（戦略ＰＴにマ

スコミも参加）に積極的に取り上げられた。

▼モデルツアー（ファムトリップ）参加者名簿、実施内容
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▼モデルツアー（ファムトリップ）の実施結果に関する記事

【H21.10.27(火) 河北新報】

【H21.10.31(土) 山形新聞】
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３．取り組み上の反省点、活動の結果生じた課題、その対応方針等

ファムトリップの実施にあたり下記について課題が生じたが、戦略メンバーを中心に

沿線地域の活動団体及び各市町村担当者間の連携により、順調にファムトリップを好評

のうちに開催することができ、商品化へと動き出した。

このことは、地域の方々に、広域連携による交流促進の必要性を認識していただく取

り組みとして実施した広域連携講座、広域連携フォーラムなどの実施による成果が現れ

てきていると思われる。

※ファムトリップ実施にあたっての課題

・街道沿線の資源選定

・行程企画の調整（時間配分）

・地元解説ガイドの調達

・旅行商品としての価値を創出するためのプレゼンテーション技術

・旅行代金の設定 等

４．問い合わせ先

所属団体：山形県西川町総務企画課

担当者名：課長補佐（企画担当） 後藤忠勝

電話番号：０２３７－７４－２１１２

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sk-sad2@town.nishikawa.yamagata.jp
関連ＨＰ：作成中
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地域ブロック：関東 

ルート名称 ：秩父路ルネッサンス 

活動名称  ：景観間伐・視点場づくり 

 

１．活動の概要 

(1) 活動内容 

 ○沿道のスギやヒノキの一部を伐採することにより、道路からの眺望を改善し、訪れる人が

“いい”と感じる景観づくりとして、「沿道森林の景観間伐」と「視点場（眺望空間）づ

くり」を行うものである。 

 

①沿道森林の景観間伐（秩父市）（ 

・沿道のカーブにおける視距の確保を目的に２カ所（秩父市白久）、カーブの正面に見え

る県指定史跡「神庭（かにわ）洞窟」（秩父市大輪）の視認性確保を目的に１カ所で景

観間伐を実施した。実施にあたっては、公募によるボランティアにも参加してもらい、

都市と中山間地の交流によるまちづくりという仕組みを付加させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②視点場（眺望空間）づくり（秩父市） 

・秩父市の金蔵落しは、荒川上流の急峻な V 字谷で、谷底を見下ろす風景は正に絶景とも

いうべき場所である。周辺は秋になると紅葉の美しい場所で夜にはライトアップもさ

れ、多くの観光客の目を楽しませている。 

・今回実施した大血川橋周辺は、谷間に分け入っていくような雰囲気のある場所で渓谷と

紅葉を鑑賞するスポットである。しかし急峻な地形のために車を駐車する余裕がないな

ど、ゆっくりと眺望を楽しむところではなかった。 

・そこで、紅葉の景勝地を楽しむための空間づくりとして、駐車・回遊スペース、景観間

伐による眺望スペースを整備した。実施にあたっては、発生する間伐材を使った木柵や

木質チップ舗装を施すなど自然素材を最大限活用した。さらに、観光案内版を設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施前】 

【実施後】 

【駐車と回遊スペース】 【観光案内看板】 
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(2) 活動による成果・効果 

①沿道森林の景観間伐 

○カーブにおける走行車両の視認性の確保、路面凍結の緩和。 

○県指定史跡「神庭洞窟」等秩父地域特有の景観スポットを提供。 

○ボランティア参加による地元と他地域との交流の場を提供。 

②視点場（眺望空間）づくり 

○駐車スペースや回遊スペースの提供。 

○紅葉時期における道路の違法駐車の解消。 

○景観間伐による眺望スペースの提供。 

○東屋、ベンチ、案内看板の設置。 

 

(3) 活動のきっかけ、目的・目標 

○奥秩父は、地形的に険しい谷地を一般国道 140 号が山梨に向けて抜けており、秩父連山な

どの自然景観が残っているものの、ゆっくり楽しめるような空間やスペースが乏しい。ま

た沿道の手入れがいきとどかない樹林により、道路の見通しが悪い箇所も存在している。 

○「もっとすっきりすれば明るくなるし、木々の向こうの山並みも楽しんでもらいたい」と

いった思いから、平成１８年度には沿道の「景観間伐」を、平成１９・２０年度には風景

を楽しむ「視点場（眺望空間）づくり」をモデルとして取り組んだ。 

○こうした眺望空間は、風景にとけ込みながら訪れる観光客をやさしく迎えるとともに、地

域住民の交流の場になることも期待される。 

 

２．取り組み内容 

(1) 活動を行うに当たっての主な課題 

  ①沿道森林の景観間伐 

○景観間伐を実施する場合の景観的効果と問題点の整理  

○景観間伐を実施する場所の選定  

○景観間伐の方法  

  ②視点場（眺望空間）づくり 

○整備を行う現場だけを考えるのではなく、秩父路全体の地域の特性を十分把握し

た上で、眺望空間をどのように整備するか。  

 

(2) 具体的取り組み内容 

①沿道森林の景観間伐 

   【活動の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【間伐実施】

ボランティア参加による景観間伐イベントの実施

　　　【ステップ４：景観間伐に関するアンケート調査】

　景観間伐の効果について調査する
 　（下記２点について、アンケート調査）
        ①景観間伐の事前・事後の比較

  ②景観間伐の要因の重要度

【ステップ１：現地調査・ＤＶＤでの調査】

調査を行い、どの地点が間伐地点として適しているかを探る

【ステップ２：間伐候補地の決定】

調査から、間伐候補地を数カ所選び出す

【ステップ３：間伐地点の決定】

間伐候補地から、実際に間伐を行う地点を選び出す
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【検討内容等】 

    ○ＮＰＯ森及び埼玉大学の調査に基づき、剪定・間伐の可能性のある１１地点を抽出し

た。 

    ○ボランティア活動（地域内外の人の参加）による景観間伐を企画し、ボランティア活

動としての、実施可能性、地権者の了解、景観・交通安全上の効果を勘案し３地点を

選定した。 

    ○３地点のうち、２地点については、主として走行車両の視認性を確保するといった交

通安全上の観点を重視した。残り１地点は、地域の観光資源の眺望を重視する地点を

選定した。 

   【実施】 

    ○秩父広域森林組合の協力により実施し、２地点の一部でボランティアを含めた枝打ち

・間伐作業を実施した。 

    ○また、景観間伐についてのアンケートを、観光バス会社、行政（秩父県土整備事務所、

秩父市）、埼玉大学学生を対象に実施した。 

      

②視点場（眺望空間）づくり 

   【活動の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討内容等】 

    ○ＮＰＯ森、秩父広域森林組合、観光団体、地元関係者、秩父路魅力アッププロジェク

トチーム関係者、行政（埼玉県・秩父市）で構成するワーキンググループにより、３

回の検討会を行った。 

    ○検討は、３ステップにて段階的に進め、それぞれの目標に沿って実施された。 

     ・ステップ１：秩父路山間地域の魅力アップにつながる景観づくり 

     ・ステップ２：大滝・金蔵落としエリアの景観的課題と整備のあり方の検討 

     ・ステップ３：大血川橋周辺の眺望空間づくりの提案 

   【実施】 

    ○ＮＰＯ森が整備の実施主体となり、提案内容を現実可能な形に調整しつつ整備した。

また、荒川源流ログ技士会の協力を得て、荒川上流方向に目を向けた東家を整備した。 

 

３．取り組み上の反省点、活動の結果生じた課題、その対応方針等 

 【今後の課題等】 

   ①沿道森林の景観間伐 

    ○総合的な視点から考える 

     ・景観のみに偏らず、交通安全、環境問題（花粉、樹木の健全度、動物問題など） 

    ○地域と訪れる人との連携の必要性 

【ステップ１：秩父路山間地域の魅力アップにつながる景観づくりの方針】

山間地域の特殊性を踏まえ、どのような景観をどのように見せるべきかなど検討

【ステップ２：大滝・金蔵落としエリアの景観的課題と整備のあり方の検討】

検討範囲を絞り込み、周辺地域のより地域性を考慮した景観整備のあり方を提案

【ステップ３：大血川橋周辺の眺望空間づくりの提案】

人々が車を止め、風景を楽しむことのできる視点場を提案し、実験的整備のたたき台を作成

【ステップ４：視点場の整備】

視点場周辺の景観間伐の実施：秩父広域森林組合
視点場の整備：ＮＰＯ森
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     ・地域の人の間伐に対する考えを今後も把握していく必要がある。また、訪れる人が

期待する景観についても把握する必要がある。 

○間伐の効果的な実施 

 ・景観間伐を展開する上で、（1）何を優先して実施すべきか、(2)必要性は本当にあ

るのか（何が効果として得られるか）を十分吟味する必要がある。 

 ・場所の選定、実施規模については、専門家、地域（土地所有者）、行政による事前

の調整が重要である。 

 

②視点場（眺望空間）づくり 

    ○３回のワーキングにより議論しているが、短期的に調査からデザイン提案、施工まで

を実施する過程の中で、より多くの地域住民の意向を十分くみ取るチャンスは限られ

た。 

    ○この視点場を今後どのように活用し、発展させていくか。 

 

４．問い合わせ先 

所属団体：秩父路魅力アッププロジェクトチーム 

担当者名：①ＮＰＯ法人森、②埼玉県県土整備政策課政策形成担当 

電話番号：①0494-54-2636 ②048-830-5365 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：①npo-mori@muse.ocn.ne.jp ②a5250@pref.saitama.lg.jp 

関連ＨＰ：http://www.pref.saitama.lg.jp/page/000016.html 

 

 

 

視点場づくり

景観間伐

【実施箇所図】
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地域ブロック：関東 

ルート名称 ：秩父路ルネッサンス 

活動名称  ：景観整備と観光ガイドツアーを連携する一連の魅力ｱｯﾌﾟ活動 

 

１．活動の概要 

(1)活動内容 

 ① 「地域通貨」を活用した持続的まちづくりの基盤づくり 

 ② 地域住民による観光ルートとボランティアガイドの開発 

 

(2)活動による成果・効果 

 ① 「地域通貨」を活用した持続的まちづくりの基盤づくり 

・ 各種活動に参加してもらったボランティアに地域通貨を発行し、別のイベント参加時の

参加費として利用されたなど、わずかながら循環がみられた。 

・ ファンドの仕組みの一員となる、「秩父魅力アップ応援団」の可能性を探るべく、秩父地

域外での出前講座の開催をし、来客者数など一定の効果を得た。 

 

 ② 地域住民による観光ルートとボランティアガイドの開発 

・ １６コースのまちあるきマップを作成した。作成にあたり、一般の参加者を募集し、ル

ートの開発やガイドの体験などを行った。また、各地元の語り部や自然、歴史資源などの

新たな発掘を行った。 

 

(3)活動のきっかけ、目的・目標 

・ 秩父の地域内にはこれまで様々な活動や取り組みを行う団体が存在していたが、それら

が連携せず、独立して存在していた。しかし持続的な活動の継続と、魅力の向上を実現す

るためには、それらの活動を無理なく結びつけていく仕組みが必要と考えた。 

・ ボランティア地域通貨の原資となる「秩父魅力アップファンド」の仕組みづくりを目指

し、この仕組みにより地域通貨がうまく地域内で循環することを目標としている。 

 

２．取り組み内容 

 (1)活動を行うに当たっての主な課題 

 ① 「地域通貨」を活用した持続的まちづくりの基盤づくり 

・ 地域通貨の原資をどこから調達するか（ファンドの創設） 

 

 ② 地域住民による観光ルートとボランティアガイドの開発 

・ 地域の魅力を地域住民が理解していない。 

・ 地域の魅力が多く、来訪者にわかりにくい。 

 

(2)具体的取り組み内容 

 ① 「地域通貨」を活用した持続的まちづくりの基盤づくり 

1)ファンドを含めた仕組みづくり(H18年度) 

地域通貨の原資をどうするかが一番の課題であるため、ファンド「秩父魅力アップファ

ンド」を含めた仕組みづくりを考えた。 
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2)地域通貨「秩父魅力アップ券」の作成(H18年度) 

ボランティア地域通貨「秩父魅力アップ券」は一枚５００べいという単位であるが、  

１０００べいで既に地元に広まっているコイン型商品券（ボランティア用に特別版を制

作）と交換でき、地元の商店などで買い物ができることとした。これは、他地区の事例な

どから地域通貨のみではなかなか利用されないことが多いため、この仕組みとした。 

地域のNPOなどの活動団体と協力し、ボランティア活動を開催し、参加者に地域通貨を

交付した。その場でコイン型商品券に交換してもよいし、また別のイベントなどで参加費

として地域通貨を使える仕組みとした。 

 

3)ファンド『秩父魅力アップファンド』の可能性を探る（H19年度） 

ファンドに協力してもらえる地元の企業などにヒアリングなどを行い、その可能性を探

った。また、秩父圏域のみではファンド組成に必要な、人的財源的基盤が不十分と考え、

埼玉県南都市部を取り込んだ交流によるファンド組成の可能性を検討した。これは、観光

ボランティアガイドと連携し、その参加者が徐々に秩父ファンとなり、いずれその一部が

秩父魅力アップファンドの出資者となる仕組みである。ここではその為の組織を仮に『秩

父魅力アップ応援団』と名付けた。しかし、これはまだ実験段階の試みであり、正式に『応

援団』の組織化は行っていない。 

 

4)秩父魅力アップ情報館と出前講座の開催（H19年度） 

埼玉県内により広く秩父の魅力を知ってもらい、秩父地域の応援をしてもらう、またゆ

くゆくは「秩父魅力アップファンド」に出資してもらえるような「応援団」となるネット

ワークの可能性を探った。秩父地域以外の場所（浦和、川口、所沢）において、秩父の魅

力を発信するために、パネル展示や、秩父の地元住民が魅力を実際に話して伝える「出前

講座」の開催をした。 
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② 地域住民による観光ルートとボランティアガイドの開発 

1)ガイドと語り部によるまちあるきの仕組みづくり 

まず初めに地域住民が自ら地域資源を発見し、自ら来訪者にその魅力を伝える

ことで、地域の魅力を再認識し、活用する仕組み作りを行った。 

この仕組みのポイントは、案内をする側が「ガイド」と、「語り部」に別れてい

ることである。より深く地元の魅力を伝えるために、それぞれの場所に縁のある「語

り部」がその場所の説明などを行い、「ガイド」はその語り部の場所まで連れて行

く役割を果たす。 

 

2)ちちぶ人と訪ねる小さな旅（１６コース）の開発（H18年度） 

現在までに、毎月１６コースの散策会を開催し、新たな来訪者（観光客）の獲

得と、合わせてガイドの育成を２年あまりの期間実施してきた。これによりこれま

でに１６コースを２巡している。 

 

3)新たな資源の発掘のための「五感の風景」の取り組み（H19年度） 

風景街道の活動をきっかけに五感の風景というテーマに着目し、五感の風景の

募集を実施。多くの風景資源が集まった。 

 

4)五感の風景資源を調査し、その活用を検討（H20年度） 

五感の風景の活用を目指し、季節に着目し、季節で移ろう風景を定点調査した。

それに基づき、五感の風景暦を作成した。 

 

5)数ある資源を解りやすく来訪者に伝える為の新規観光ルートの開発（H21年度） 

２０年度の風景暦を参考にしつつ、それらを訪ねる、新規の「ちちぶびとと訪

ねる小さな旅」の開発を行う。 

今年度２コースを作成中である。 

 

３．取り組み上の反省点、活動の結果生じた課題、その対応方針等 

・ これまで、持続的活動のための基盤となる様、ファンド組成を検討してきた。その為に観光

ガイド事業を通して、圏域内外の交流を促進し、少しずつではあるが、秩父に関心を寄せ、

これらの活動を応援してくれるベースが出来てきた。しかし、本格的なファンド組成にはま

だ、金融機関の応援、その為の手数料を生み出すまでの事業収益性など、課題は多い。 

・ これからは、中心市街地や道の駅などの拠点の整備とそれらをネットワークする仕組みを平

行して検討し、観光ガイド事業を持続的な市民事業としていきたい。 
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４．問い合わせ先 

所属団体：NPO法人ちちぶまちづくり工房 

担当者名：市川 均 

電話番号：0494-24-7775 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

関連ＨＰ：http://www.npo-chichibu.or.jp/ 
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地域ブロック：北陸

ルート名称 ：佐渡國しま海道

活動名称 ：寄れっ茶屋事業

１．活動の概要

「小さな道の駅」をコンセプトにして、佐渡を訪れる観光客に道案内をした

り、トイレ・休憩場所を無償で提供したりするなどのささやかなおもてなしの

場所を「寄れっ茶屋」と名付け、民家や地元の商店などの協力のもとに島内全

域に展開している。

現在４６件の寄れっ茶屋が活動をしている。

(1) 活動内容

①トイレ・休憩場所の無償提供

②簡単な道案内や観光パンフレットには載ってないちょっとした地元の情報の提供

③各寄れっ茶屋独自のサービスを提供（手話での案内が出来る、手作りのパンやコー

ヒー・お茶などの無償提供、etc…）

寄れっ茶屋ﾏｯﾌﾟ

ｲﾍﾞﾝﾄ参加者へのﾏｯﾌﾟ配布

寄れっ茶屋
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(2) 活動による成果・効果

① 旅の途中で気軽に立ち寄り無償でトイレを借りたり道を聞いたり出来る場

所が出来たことにより、地元の人との交流を通して近年盛んになって来たス

ローツアーの手助けをすることができる。

② パンフレットに載っているいわゆる観光地以外の島の見所や、その時期限

定の地元の情報（地域の祭りや行事などの開催）を提供することにより、佐

渡の魅力をより一層伝えることが出来る。

※佐渡には多彩な郷土芸能があり、地域の祭りや年中行事などで披露されて

いる。

(3) 活動のきっかけ、目的・目標

・ 佐渡は日本で１番大きな離島(東京２３区の１．５倍の面積)であり、国の特別天然

記念物の朱鷺をはじめ自然景観や歴史遺産が豊富で見所満載の観光の島である。

・ しかし、島の中心にある平野部や観光スポットから少し離れると海岸線沿いには小

さな集落が点在し、商店などのお店や公衆トイレが少なく、道を尋ねたり休憩をした

りトイレに行ったりするのが大変困難な状況であった。

・ そこで観光に訪れた方が旅の途中で気軽にちょっと道を尋ねたり、一休みしながら

地元の人との交流をしたり、トイレを借りることが出来る、そんな｢小さな道の駅｣が

島のあちらこちらにあればよいのでは？と考え、佐渡の方言で「寄って行きません

か」と言う意味の「寄れっちゃ」と「茶屋」を掛けて｢寄れっ茶屋｣と名付け、ささや

かなおもてなしを提供出来る場所として島内全域に展開することとした。

２．取り組み内容

(1) 活動を行うに当たっての主な課題

①参加者の増員とその地区について

・どうやって参加者を増やすか。地区によっては何軒もかたまっていたりするが、

寄れっ茶屋が無い地区もあり、無い地区の参加者をどう増やすか。

②寄れっ茶屋どうしの横のつながり

・現在、各寄れっ茶屋どうしの横のつながりがなく情報交換がされていない。

③宣伝について

・寄れっ茶屋の活動をどうやって観光客に知ってもらうか。

2009.7.1 朝日新聞記事 市報さど 8 月号記事
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(2) 具体的取り組み内容

①参加者の増員とその地区について

主旨に賛同して名乗りを上げる方に参加してもらい、少しずつ参加者は増えて来

てはいるがまだまだ充分な数ではない。

基本的にボランティアなので特に勧誘などはして来なかったのだが、今後

は寄れっ茶屋が無い地域や少ない地域への勧誘活動も必要ではないかと考え

ている。

②寄れっ茶屋どうしの横のつながり

各寄れっ茶屋同士の交流がなく活動を通しての問題点や意見の交換がされ

ていないのが現状だが、まだ本格的な活動を開始したばかりであり今後意見

交換会の開催を計画している。

意見交換会の他にも定期的に巡回し、問題点や意見を集約して取り纏めを

行い参加者にフィードバックする事も検討中である。

③宣伝について

寄れっ茶屋の位置図や各寄れっ茶屋の簡単な紹介を盛り込んだマップの配

布、佐渡國しま海道のＨＰ・市の広報誌・フリーペーパーなどに掲載して宣

伝を行っているので、島内の認知度は徐々に上がって来てはいるものの、肝

心な観光客への宣伝がなかなか上手く行っていない。

トライアスロンやロングライド等のイベント参加者へマップを配布して下

見や試走などの時に是非寄れっ茶屋を活用してもらいたいと宣伝した。

他にどんな方法で観光客にお知らせしたらよいか検討中である。

３．取り組み上の反省点、活動の結果生じた課題、その対応方針等

(1) 当初、年間を通して活動をするつもりでいたのだが、冬場は観光客も極端に少なく

なるので期間限定の活動に変更も検討する必要がある。

(2) 海岸沿いにある寄れっ茶屋が多く、強風のため寄れっ茶屋の目印であるのぼり旗が

直ぐに破損してしまうので、のぼり旗をもっと丈夫な素材で製作することも検討する

必要がある。

※冬場は閉鎖するのであれば現状のままでも大丈夫かも？

(3) 現在島内全域に展開されているが各寄れっ茶屋がバラバラで個々に活動をし

ているような状態であり、今後大きな地区に分けて担当者を置くなどの組織化

を図り縦と横のつながりを強化しながら活動を広げる必要がある。

４．問い合わせ先

所属団体 佐渡國しま海道（佐渡市建設部建設課）

担当者名 渡辺貴光（ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾐﾂ）

電話番号 0259-63-5118 （内線 416 ）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ S3708@city.sado.niigata.jp

関連ＨＰ http://www.sado-kaidou.com/index.html
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地域ブロック：中部 

ルート名称 ：ぐるり･富士山風景街道 

活動名称  ：富士山への眺望阻害看板の撤去と集約化に関する活動 

 

１．活動の概要 

(1) 活動内容 

①富士山への眺望の確保、道路景観の向上の活動 

 ・屋外広告物点検 

 ・看板撤去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 活動による成果・効果 

・国、県、市と自治会、NPO等が協働で実施する体制ができた。 

・眺望や景観を阻害するものがなくなり景観が向上した 

・住民の方々の看板、景観をよくしようという意識が高まった 

 

(3) 活動のきっかけ、目的・目標 

・平成 17 年度から国道 139 号道路景観のワークショップ会議を開催し、地域活性化、観光振

興に寄与する道路景観施策について行政はもとより、自治会、NPO、各種団体が検討してき

た。その内容の一つとして景観、特に富士山への眺望を阻害する看板についての撤去を行う

こととなった。 

・不要看板の撤去のほかに必要な看板の集合化、また地域のイメージアップに寄与する良好な

平成 19 年度民間･市の看板など６基の撤去 平成 20 年度は県の看板、１基の撤去 

平成 21 年度民間看板など５基の撤去 
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デザインの創出を目指す  

・ガイドラインなどの地域ルール化の検討 

 

２．取り組み内容 

(1) 活動を行うに当たっての主な課題 

①看板撤去 

・既存看板の所有者との調整 

②看板集約化と地域のイメージアップとなる看板デザインの創出 

・集約化をするための所有者との調整 

・デザイン案等の作成費用 

・デザイン案の地元との調整方法 

③沿道景観形成ガイドライン 

・必要であるという地元からの声をどのように実現化するのか 

 

(2) 具体的取り組み内容 

①朝霧地区道路景観形成ワークショップ会議 

ｲ)平成 18年度：屋外広告物点検モデルプログラム（A グループ 10人） 

・国立公園、県、市等の規制についての勉強会 

・沿道景観形成ガイドライン項目作成 

・国道 139 号沿いの広告物･看板の点検 

ﾛ)平成 19年度：看板サイン部会の活動（20 人） 

・看板整備の考え方の整理 

・木曽路(国道 19 号)･権兵衛トンネル(国道 361号)視察 

・モデル事業(看板撤去)の実施 20年 3 月、5 月に(別紙参照) 

ﾊ)平成 20年度： 

・国土交通省社会実験「みはらしトホリントレイルシステム」の実施 

ﾆ)平成 21年度：ワークショップ会議の実施 

 ・｢富士山の日｣制定記念の看板撤去事業 

 

②看板撤去 

ｲ)平成 19年度： 

・6 基の看板撤去 

・参加人数 20名 

－自治会、民間企業、富士宮市の看板の撤去 

－看板点検を行い、ワークショップ会議内で撤去できそうな看板について検討する 

－会議参加企業、参加した自治会長さんなどが協力し実施 

－撤去の際は国、県、市、自治会、NPO等が協力する 

ﾛ)平成 20年度： 

・静岡県歓迎塔の看板撤去 1基 

－山梨県と静岡県の境界にある歓迎塔 
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－充分使用できるものであったが、富士山の眺望を阻害する位置に立っていたことと、

デザイン（頭上に富士山のモニュメント付き）がそぐわないのではないかという地元

の意見から静岡県が撤去 

－地元からは境界を示すサインは必要であるとの意見。ただ地域のイメージあったもの

の設置を望む声が高い。 

ﾊ)平成 21年度： 

・5 基の看板撤去 

・参加人数は 20名 

・｢富士山の日｣が制定されたことを受けて地区でも景観向上アクションを起こす 

・富士宮市と地元が中心となり、撤去できそうな看板について所有者と調整 

・国、県、市と自治会、NPOが協力する。木製看板は自治会を中心に撤去。 

 

３．取り組み上の反省点、活動の結果生じた課題、その対応方針等 

・これまで、沿道の景観形成向上を目的に行政の設置した看板等あるいは民間が設置した看板

で既に機能を果たし終え、不用となっているもの、景観を阻害しているものの撤去を進めて

きた。今後も不用なものがあれば、撤去活動を進めることは継続していく必要がある。 

・しかし同時に撤去することを目的にしているように見えるという声も多く、地域に寄与する

看板デザインの提示、集合化などへの提案が求められている。特に民間施設は、看板により

存在をアピールし、自らの施設に来訪客を誘導しているため、看板は不可欠である、という

認識が強い。 

・従って、早い段階で集合看板の設置や統一案内サインの設置、さらに沿道の景観形成ガイ

ドライン、ルール化案のなどを検討しないと、活動が続かなくなる状況も想定される。 

・そのためには、景観ワークショップ会議でこれまでの成果をふまえ、今後の上記にかかる事

業・活動の推進を議論し固めていく必要があり、ぐるり富士山風景街道としても、この朝霧

地区の活動は、全体のモデルとなる活動でもあるので、積極的に支援する体制をもっていき

たいと思っている。 

・しかしながら、これらを実施するための財源（予算）が確保できず、またぐるり･

富士山風景街道は 11 市町村で構成されかつ山梨県と静岡県であるため、２つの県と

11 の市町が共通で取り組める事業を行うことが主である。富士宮市の朝霧地区にお

ける活動については個々が行う活動として位置づけられるため、今後、山梨県の事

務局とも調整し改善していきたい。 

 

 

４．問い合わせ先 

所属団体：NPO法人地域づくりサポートネット 

担当者名：高木敦子 

電話番号：054-273-8041 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info@shizuoka-t.net 

関連ＨＰ：http://gururi-fujisan.net/ 
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(参考１)撤去する広告物 

№ 看板名（表示内容） 撤去時期 設置場所 設置者 撤去主体 

１ 酪農振興啓発看板 ３／１１ (国)139 号根原地先 富士宮市 

富士宮市 ２ 環境美化啓発看板 ３／１１ (国)139 号根原地先 富士宮市 

３ 第５見本林 ３／１１前後 田貫湖進入路 白糸財産区 

４ 民間看板 ３／１１ (国)139 号畜産試験場北交差点 民間看板 ワークショップ会

議及びアクション

ネットワーク 

５ まかいの牧場案内看板 ３／１１前後 県道朝霧富士宮線白糸の滝入り口交差点手前 まかいの牧場 

６ 立入禁止等 ３／１１前後 (国)139 号根原集落入口 根原区 

７ 歓迎塔 来年度の予定 (国)139 号山梨県境 県 県 

№１ 

 

№２ 

 

№３ 

 

№４ 

 

№５ 

 

№６ 

 

№７ 
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（参考２）撤去看板の位置 

       ：３月１１日に撤去するものです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№６ 

№２ 

№１ 

№４ 

№５ 

№３ 

№７ 

▲ 朝霧メイプルファーム 

朝霧さわやかパーキング ▲ 

▲ 「道の駅」朝霧高原 
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３．活動報告 

平成 20年 3月 11日、快晴の天気のもと、④、①、②の看板について、予定どおり撤去活動が行われ

た。また他の看板についても、2日後、撤去が確認されている。 

3月 11日当日は、テレビ 4社、新聞 4社の取材があった。 

 

 ３月１１日④、①、②実施、 ３月１３日③、⑤、⑥確認 

④ 撤去前 

 

撤去後 

 

作業 

 

 

①  撤去前 

 

撤去後 

 

作業 
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②  撤去前 

 

撤去後 

 

作業 

 

 

③  撤去前 

 

撤去後 

 

④  撤去前 

 

撤去後 

 

⑤  撤去前 

 

撤去後 
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○新聞記事 

 

 

 

 

 

 

 

20080312 静岡新聞 
20080312 読売新聞 
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平成 22年２月 24日 
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地域ブロック：近畿 

ルート名称 ：琵琶湖さざなみ街道・中山道  

活動名称  ：リレーウォークを活用した地域の顕彰  

 

１．活動の概要  

(1) 活動内容 

   地元団体の横の連携、ネットワークを図ることを目的に、風景街道パートナーシップに参画

する「歴史街道推進協議会」と「中山道近江路連合会」の連携事業としてリレーウォークを実

施した。参加者は、パートナーシップの一員である地元市町村、滋賀国道事務所の他、「中山

道」に想いのある地元の人、一般の人と観光ボランティアガイド、観光協会など。（実施地区

により異なる） 

約６３キロ、８宿（守山、武佐、愛知川、高宮、鳥居本、番場、醒ヶ井、柏原）を、各宿場

間の８回程度（１回８～１２ｋｍ）に分けて、ウォークイベントとした。 

実施毎に各地域の市町村担当者、観光ボランティアガイド、まちづくりに関わる団体など協

力を得るとともに、自分たちの地域以外への参加を呼びかけ、リレー式に街道にそって地域を

つないでいくイベントとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 活動による成果・効果 

◇地域情報の蓄積 

・ リレーウォークを実施するにあたって、事前に地元との調整、現地調査を実施し、各地

域から観光パンフレット、文化財を紹介する資料などを収集し、マップおよび地域資源を

紹介する資料をまとめた。 

・ 宿場間の移動の安全確保のため、事前調査による危険箇所の洗いだしや迂回路の設定を

おこなっている。（危険箇所：歩道がないところ、横断歩道、信号がない場所の横断、極

端に道幅の狭いところ、また非常に自動車の交通量の多いところ、特に大型車が多いとこ

ろ） 

    

◇地域間連携の促進 

・ 各地域の方に対して、リレーウォークの募集要項を送り、実施した事業の報告を一定期

間（年２～３回程度）ごとに送っている。また、歴史街道推進協議会が独自の事業として

実施している広報ＰＲで中山道など滋賀の情報を発信していることなどを報告している。

結果、具体的な事業を行っていることを知ってもらうことで、回を重ねる毎に各地区の理

解が進み、協力が得やすくなった。 
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(3) 活動のきっかけ、目的・目標  

・ 各宿場（各町）単位での活動はあったが、「街道」を通しての連携が十分でなかったこ

とから、地域間連携を深めるための何らかの具体的な手段が必要であると考え、比較的協

力の得やすいイベントを実施することとした。 

地元関係団体と歴史街道倶楽部のフォーラムメンバー（地域づくりに興味をもつ他地域

の一般人）を参加メンバーに、中山道リレーウォークをおこなうことにより、中山道を観

光ルートとしての「道」、古道・街道として歴史的価値をもつ「道」、生活道路としての

「道」など、様々な観点から見ることにより、それぞれの地域の「良さ」「問題点・課題」

を検証する。 

地元の人が問題点を見つけ、また、気付かなかった地元の宝を知ることは、今後の具体

的なまちづくりにつながる。一方、身近にあると意外に気がつかない当たり前の「良さ」

や「課題」もある。それを別の視点をもつ外の目から、見つけることができる。特に歴史

街道倶楽部で今回参加している方々は、興味をもって色々な地域に行っている方、地元で

同様の活動をされている方が多い。また、外部から同じような意見が寄せられると具体的

な動きにつながることもあると考えられる。 

あわせて、「道標」「石畳」「松並木」の整備などにつき、関係機関へ提案するための

資料を整えていくことを目的とした。 

 

２．取り組み内容 

(1) 活動を行うに当たっての主な課題  

   ・地域資源、取り組みについてどれだけ洗い出すことができるか。 

   ・「まちづくり」や「道路」に関する共通課題の抽出。 

   ・地元の理解促進。 

   ・他地域で実施するウォークへの参加促進（地域間連携の促進）。 

 

(2) 具体的取り組み内容 

  ・近江路中山道を約１０キロ程度に分け、リレー方式でウォークを実施する。 

   ＜コース＞ 

    ３月：第一回ウォーク：草津～守山宿 （約 ６キロ） 

    ５月：第二回ウォーク 守山～鏡の里 （約９.５キロ） 

    ７月：第三回ウォーク 鏡の里～武佐 （約 ６キロ） 

    ９月：第四回ウォーク 武佐～愛知川 （約１０キロ） 

   １１月：第五回ウォーク 愛知川～高宮 （約 ８キロ） 

    ２月：第六回ウォーク 高宮～鳥居本 （約 ６キロ） 

    ３月：第七回ウォーク 鳥居本～醒井 （約 ８キロ） 

    ５月：第八回ウォーク 醒井～柏原  （約 ６キロ） 

 

ウォークへは毎回約２０名程度が参加している。 
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  ・実施にあたっては、事前に地元との調整、および資源の洗い出しや道路の状況など

の調査をおこなう。準備は歴史街道推進協議会の２名（専従ではない）が担当した。 

    －１回のウォーク実施にあたって、３～４回地元を訪問 

      コースの事前調査 

１回目 ・５０～１００ｍ毎に道路状況等の写真撮影 

    ・実際のマップと街道の位置、資源および危険箇所を確認 

２回目 ・ウォーク実施時のタイムレコードに沿いながら、再確認 

      地元との調整 

           ・コースについての情報収集および意見交換  

           ・資料などの提供依頼（主に歴史的文化的資源についての資料。

まちづくりなど地域の取り組みについての資料など） 

           ・活動内容などについてのヒアリング 

 

  ・一般人の参加とあわせ、できるだけ地元関係者へ参加を呼びかける。 

    －調査したコースの状況を踏まえ、ウォークコースを決定（時間配分、休憩箇所、 

     説明ポイントなど） 

    －ウォークイベントについては、受益者負担の考えで参加者に実費分（昼食代、

入館料、保険代、謝金など）の参加費を徴収した。 

 

  ・実施後にアンケートなどを通して地元への評価、課題などの洗い出しをおこなう。 

 

３．取り組み上の反省点、活動の結果生じた課題、その対応方針等  

   －同一地域の中でも「まちづくり」への考え方、関わり方などの違いにより、様々な団体（人） 

    がある。地域間連携とあわせて、地域内連携も重要な課題。 

    例えば、郷土史家と観光ボランティアガイドの連携。まちづくり団体も個人主体のものが

多く、必ずしも協力体制がとれていない。 

   －一過性でなく、継続的に地域と関わる事業を実施していく。 

    例えば、 

☆リレーウォークの継続（今回のデータを活かし、参加者を広げていく・事業費について

は、受益者負担を基本に考える） 

☆さざなみ街道の活動とあわせ、イベント形式で地域の参加者をつのり、地域間の連携 

 についても進めていける体制づくりを検討する 

    など 

 

４．問い合わせ先 

所属団体：歴史街道推進協議会 

担当者名：稲永明子 

電話番号：06-6448-8716 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：inenaga@rekishikaido.gr.jp 

関連ＨＰ：http://www.rekishikaido.gr.jp/biwakofukei/ 
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地域ブロック：中国 

ルート名称 ：人間文化の原風景 ～ご縁をつなぐ神仏の通ひ路～ 

活動名称  ：神話資源調査 

 

１．活動の概要 

(1) 活動内容 

①圏域内神話資源の抽出・整理  

②「オオクニヌシ」など共通のキーワードに基づく神話資源の整理  

③キーワード別の神話資源へのストーリー性の付与と周遊ルートの設定  

④道の駅への風景街道ブース設置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弓ヶ浜 黄泉比良坂 神原神社 

道の駅の風景街道ブース 
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(2) 活動による成果・効果 

 平成22年3月末のレーク街道研究会において、レーク街道推進会議メンバー、自治体関

係者、県内観光関連事業者等に、その成果を発表することとしている。 

 また、古事記編纂1300年を迎えるにあたって、島根県を中心に、古事記や出雲神話に

着目した観光振興の動きが始まろうとしている。これらとの連携を図りながら、出雲神

話をテーマとした日本風景街道の活動としての取り組みを展開すべく、島根県観光振興

課・道路維持課への提案などを行っており、平成22年度以降の活動展開を目指している。 

 今回の調査結果により整理した周遊ルートの感想など、利用者の意見についてもその

中で調査を行っていきたいと考えている。 

 あわせて、道の駅に設置した風景街道ブースを、風景街道全般の取り組みと合わせて

神話資源調査結果のPRや、周遊ルートの出発点、神話関連映像の放映などに活用するこ

とで、調査結果の有効活用に役立てていきたい。 

 

(3) 活動のきっかけ、目的・目標 

・ レーク街道推進会議としてのこれまでの取り組みは、風景や自然に着目したものと、

それらの情報提供システムを構築することなどが主眼であり、本圏域特有の資源であ

る出雲神話に着目した取り組みが少なかった。 

・ 単なる神話資源の抽出・整理では、島根県立古代出雲歴史博物館や出雲学研究所な

どの調査結果や資料と肩を並べるものとはならない。あくまで日本風景街道の取り組

みとして、風景街道登録ルートを基本としながら、風景と、その背景にある神話の物

語をストーリー性・回遊性をもって楽しむことができるよう、調査した神話資源を整

理することで、既存調査資料との差別化を図った。 

・ これまで風景街道の取り組みはホームページや個別事業の実施とあわせて実施して

きたが、恒常的に来訪者に向けて情報を提供する場がなかったため、道の駅に風景街

道専用のブースを設置した。 

 

２．取り組み内容 

(1)活動を行うに当たっての主な課題 

・  調査の成果としては既存資料との差別化を図ることができたが、レーク街道

推進会議内での検討にとどまっており、より来訪者等に受け入れてもらいやす

いものとするためにも、古代出雲歴史博物館の学芸員など、専門家からの視点

を入れる必要がある。  

 

(2) 具体的取り組み内容 

①圏域内神話資源の抽出・整理  

出雲国風土記、古事記、日本書紀の中から、関連する 91箇所の神話スポット

及び神々、祭事、伝承、自然環境を抽出。  

②「オオクニヌシ」など共通のキーワードに基づく神話資源の整理  

「国引き神話」「八俣大蛇」「国譲り」などのキーワードによって、①で抽
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出した資源を整理。  

現地確認・写真撮影のうえ、個別神話スポットの個票を作成した。  

③キーワード別の神話資源へのストーリー性の付与と周遊ルートの設定  

レーク街道推進会議での検討によりキーワードは「スサノオ」「オオクニヌ

シ」「ヤツカミズオミヅヌ」の 3つに絞り込んだ。（別紙参照）  

④道の駅への風景街道ブース設置  

宍道湖南側、国道 9号沿線の「道の駅  湯の川」に、風景街道専用の情報発信

用ブースを設置した。圏域地図や風景街道の紹介パンフレットなどを配置して

いる。今後、神話資源調査結果及び新たな周遊ルート等について紹介した地図

やパンフレットも設置する予定としている。  

設置にあたっては、道の駅、国土交通省松江国道事務所、島根県道路維持課

にご協力いただき、それぞれと個別の調整を行った。なお、設置に際しては占

用許可を申請・受理いただいている。今後、圏域内の他の道の駅にも同様のブ

ースを設置いただくべく、関係者との調整を進めていく予定である。  

 

 ・活動の原資  

神話資源調査については、国土交通省からの日本風景街道登録ルートを対象

とした支援により実施している。  

レーク街道推進会議の事業は、国土交通省からの支援、事務局である松江商

工会議所からの支援により実施しているものと、国や県等の競争的財源を獲得

することによって実施しているものがある。後者については、レーク街道推進

会議の主要メンバーによるコア会議において企画書・申請書等の検討を行った

うえで採択を目指すというスタンスである。  

 

 ・活動の推進体制  

レーク街道推進会議内に「神話資源調査チーム」を設けて、資源の抽出や現

地調査、資料作成などにあたった。  

調査の経過はレーク街道コア会議において確認し、調査結果をレーク街道推

進会議の全体会議において報告することとしている。  

 

３．取り組み上の反省点、活動の結果生じた課題、その対応方針等 

・  検討がレーク街道推進会議内にとどまっており、専門家や一般の方等、外部

からの視点が必要と考えられる。  

・  一般の方にも周遊ルートを認識してもらうための仕掛け・仕組みづくりには

高いハードルがあると考えられる。関連する神社・仏閣との調整や自治体との

調整が必要となる。特に、ルートであることをあらわすためのサイン設置も検

討しているが、そのためには所管する自治体との連携は不可欠である。圏域内

自治体はレーク街道推進会議に参画いただいており、こことの調整を図る。  

・  先述のとおり、島根県を中心として古事記編纂 1300年事業として平成 22年か

ら 26年にかけて様々な観光振興の取り組みが行われる予定となっている。レー
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ク街道推進会議から島根県へ働きかけ、県からも民間と一緒に取り組んでいき

たいとの意向もいただいており、特に今回の調査結果と関連させながら、島根

検討への提案や協働での取り組みを実践していきたい。  

・  レーク街道推進会議の中でも、主に活動に携わるメンバーが限定されている。

今後は、多くの参加メンバーが共有できる仕組みや体制づくりが大きな課題と

なっている。  

 

４．問い合わせ先 

所属団体：レーク街道推進会議 

担当者名：事務局 岩見、高尾（松江商工会議所観光振興課） 

電話番号：0852-32-0504 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：iwami@matsue.jp 

関連ＨＰ：http://furusato.sanin.jp/kaidou/ 
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地域ブロック：四国 

ルート名称 ：光まわり回廊～阿南～ 

活動名称  ：「古事記古古道」を辿る一連の活動 

 

１．活動の概要 

(1) 活動内容 

① 古事記にまつわる神社の参道の桜並木の復活と古事記古古道「大国主命生誕

地祭」開催（かつての参道風景を復活させるため、蜂須賀桜を中心とした植樹

を実施。また、イベントにからめて資源紹介看板の設置やマップを作成し配布） 

② 「大国主命と素（しろ）うさぎ祭」開催（地域資源である賀立（かだち）神

社の再調査を実施し、地域住民のご協力のもと、神社に由来看板を設置し、地

元への情報発信を行うとともに、祭りを開催して地域活性化） 

③ 古事記にまつわる特産品の開発（素（しろ）うさぎ饅頭や芋焼酎などの地場

産品開発による風景街道活動と地域おこしの連動） 

 

(2) 活動による成果・効果 

① 桜の植樹は、市民がかつての“さくら街道”の復活・再生を願うことにより、地

域住民の意識が高まり、まちおこしの気運が盛り上がってきている。また、大国主

命生誕地祭では、まちおこしの気運が高まった。さらに、地域資源周知マップを作

成配布することにより、参加者に地域の見直しや魅力ある地域資源を周知してもら

える機会となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 四国最東端の蒲生田岬のふもとにある賀立神社において、地域住民のご協力のも

と、由来看板を設置し「大国主命と素うさぎ祭」を開催した。阿南の歴史文化の「再

発見」を通じて、地域への情報発信を行うとともに、地域に「自信と誇り」を生み

出し、まちおこしの気運が高まる機会となった。 

③ 古事記にゆかりのある地域ブランド品を地域の方々と創作していくことによ

り、地域内外の方々に光まわり回廊協議会の活動をより広く知っていただくと
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ともに、地産地消による地域活性化を実現し、収益をも得ることができる。 

阿南の特産である竹の子を活かした「活竹弁当」は、「古事記古古道を巡る」

モニターツアーや「春の足音を訪ねて撮影会」などで販売した。参加者（阿南

市をはじめ県内各所）はイベントが好評であったという意見とともに、季節感

のある大変おいしいお弁当であったという感想に加え、ほとんどのアンケート

回答者から極めて安価であったという回答が得られており、地産地消の効果が

証明された。 

 

 (3) 活動のきっかけ、目的・目標 

・ 阿波には、古事記の神話にまつわる由緒ある神社や史跡が数多く残っているにも

かかわらず、それらが教えられず伝えられなかったために忘れ去られている。この

ため、阿南光まわり協議会の構成団体のひとつである「阿波古事記研究会」は、こ

れまで古事記研究を進めてきた結果，古事記に書かれる物語は、阿波で繰り広げら

れた物語であった事、すなわち古事記の舞台がこの阿波の地であったと考えるこ

とができることを、現在に残る事実と記録をつなぎ合わせる活動として実践してき

た。これが、徳島県内の由緒ある神社等に看板を設置するなどのイベントや情報発

信などを主体とした活動に結びつき、現在では古事記にまつわる地産地消の特産品

販売にまで結びつき、これが様々なイベントで好評を得ている。 

・ 今後も看板等を立て、情報発信を継続していくとともに、桜並木の整備を含めた

四国遍路を含む古事記古古道の整備を進めていくものとしている。 

 

２．取り組み内容 

(1) 活動を行うに当たっての主な課題 

①古事記にまつわる神社の参道の桜並木の復活（植樹）と古事記古古道「大国主

命生誕地祭開催」 

・  参道の所有者は神社とその氏子であり、地域の方々を含めたこれらの関係

者すべてに活動の理解を得て実施した。 

・  桜の植樹については、風景街道の補助金を活用した。チラシの印刷につい

ては（社）四国建設弘済会からの助成を受けた。看板の制作費は前記の阿波

古事記研究会が自費で出費した。 

・  その他行政機関からの助成や協力はない。 

・  このイベントの実施にあたり、事務局約１０名が２ヶ月間程度の準備を行

った。 

・  維持管理については未決定のため今後の課題である。 

 

②古事記古古道「大国主命と素（しろ）うさぎ祭」開催 

・  神社の宮司および氏子に理解を得て実施した。特に看板設置の位置やデザ
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インについては、宮司および氏子への確認を行って合意をえたうえで設置し

た。また、看板設置作業は神社の氏子１０～２０名程度で実施した。それを

受けて阿南光まわり協議会が式典を実施した。 

・  設置した看板の支柱は電柱の再利用とするなど費用軽減に努めた。盤面の

費用およびこれを紹介する冊子の費用は阿波古事記研究会の自己負担でまか

なった。 

・  このイベントの実施にあたり、事務局約１０名が３ヶ月間程度の準備を行

った。 

・  維持管理については未決定のため、今後の課題である。 

 

③古事記にまつわる特産品の開発 

・  お饅頭や焼酎は、阿南光まわり協議会が原案を提示し、それに基づき作成

されたものであるが、各会社が販売しており、数量が限定されていることも

あり、風景街道の活動への収益には現時点で結びついていない。 

・  このため、阿南光まわり協議会の実施するイベント時にこれらの特産品を

提供している現在の状況から、今後日常的な販売へと拡大していくことが課

題であり、そのためには、阿南光まわり協議会と阿波古事記研究会の活動を

有名にして、地域に浸透していくようにしなければならないと考えている。 

・  また、活竹（かっちく）料理、活竹弁当についても協議会の提案を受けて

ＮＰＯが開発したものであるが、協議会のイベント時に協議会からＮＰＯに

注文するもので、収益はすべてＮＰＯにもたらされる。これについては、こ

のＮＰＯ団体が現在パートナーシップの構成団体となっていないことから、

今後構成団体となるよう呼びかけている状況である。さらに、活竹料理、活

竹弁当は地産地消という大きなメリットはあるものの古事記との関わりが無

いことから、現在、古事記との関わりを持たせ、古代米やうさぎのかたちを

モチーフにした「御祓弁当」の提案を協議会からＮＰＯに対して行っている

状況である。今後、古事記を辿るツアー等に利用する予定である。 

 

(2) 具体的取り組み内容 

①古事記にまつわる神社の参道の桜並木の復活（平成 19年～）と古事記古古道「大

国主命生誕地祭開催」 

・ 当初は平成２０年２月１７日（日）に「風景街道登録記念」として徳島で名高

い蜂須賀桜をメンバーで植樹したもの。当時の参加者は６名であった。 

これは、延喜式内社であり、古事記ゆかりの地として広く崇敬された八桙（や

ほこ）神社参道が、かつて桜並木があり、憩いの場所であったことによる。 

・ 同３月２３日（日）には、「復活！“さくら街道”植樹祭」として、広く一般に

呼びかけ、参加者に地域の見直しや魅力の再発見の機会を提供し、協議会の主旨

活動を広報し、地域の活動推進サポーターを広げるため実施したものであり、６

０名の参加をもって、５０本の蜂須賀桜等を植樹した。 
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・ さらに平成２１年３月２９日（日）には、約２００名の参加を得て、「続・復活！

“さくら街道”植樹祭」及び古事記古古道「大国主命生誕地祭」を開催し、昨年

に引き続き“さくら街道”復活のため、植樹祭を開催した。今回は約１０本の桜

を植樹した。また、「八桙神社」にお祀りされている「大己貴神（おおなむちのか

み）」は、「古事記」に記される「大国主命」の別名であるとし、地域住民のご理

解・ご協力のもと、由来看板を設置して「大国主命生誕地祭」を開催。参加者に

地域の見直しや魅力の再発見となる資料として、「古代ロマンと花めぐり in阿南」

マップを作成配布して、地域資源をＰＲした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「“さくら街道”植樹祭」チラシ 「大国主命生誕地祭」チラシ      記念冊子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大国主命の生誕地」看板設置           「主（おさ）饅頭」 
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              「古代ロマンと花めぐり」マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            「古代ロマンと花めぐり」マップ 
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②古事記古古道「大国主命と素（しろ）うさぎ祭」開催 

・  「古事記」を読み解くと、「稲羽の素うさぎ」の舞台は阿南市椿町蒲生田であると

し、平成２０年６月３０日（日）に、ふもとの賀立神社にて、地域住民のご協力の

もと、由来看板を設置し「大国主命と素うさぎ祭」を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素うさぎ由来の看板の序幕式        「大国主命と素うさぎ祭」の模様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布チラシ               記念冊子 

 

 

 

 

 

 

 

 

素うさぎの由来看板 
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③古事記にまつわる特産品の開発 

 光まわり回廊～阿南～においては、阿南市および周辺の地産地消を推進しており、

様々な取り組みを行っている。その取り組みと風景街道の活動を連動させ、主題のひと

つである古事記をテーマとした特産品の開発や周辺で採れた食材を活用した料理や弁

当を風景街道の活動時に安価に提供するなどして、ＰＲならびに収益に結びつけようと

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古事記ゆかりの素うさぎ饅頭       地産地消の活竹弁当     古事記ゆかりの「呂智（おろち）」芋焼酎 

 

４．問い合わせ先 

所属団体：阿南光
ひ

まわり協議会 

担当者名：事務局 岡澤みどり 

電話番号：０８８４－２２－２３０１（阿南商工会議所） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：anancci@anancci.or.jp 

関連ＨＰ：なし 
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光まわり回廊～阿南～ 地域資源図 
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地域ブロック：九州 

ルート名称 ：九州横断の道やまなみハイウェイ 

活動名称  ：野焼きによる草原景観の保全、眺望を阻害する樹木や竹林の間伐・伐採 

 

１．活動の概要 

(1) 活動内容 

 Ⅰ：野焼きによる草原景観の保全  

阿蘇くじゅうの広大な草原景観は、春の風物詩である「野焼き」によって人工的に維持さ

れてきました。約１，０００年以上の歴史があると言われる野焼きを継続し、この美しい草

原を後世に残すことを目的に「野焼き」を実施。 

①防火帯の設置（延焼防止のための防火帯を設置） 

②野焼き（火入れ作業） 

③美しい草原景観の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ：眺望を阻害する樹木や竹林の間伐・伐採 

展望台等からの眺望を妨げる樹木の伐採や、金鱗湖（きんりんこ）周辺の放置竹林を整備

するなど、従来からの景観を取り戻すことで、観光ルートの再生を図る。 

≪視界を妨げていた樹木の伐採～絶景ポイントを復元～朝日台≫ 

① 視界を遮る樹木の伐採 

 

   ≪竹やぶ化した竹林の整備～見て心地よい竹林を整備～金鱗湖周辺≫ 

① 枯れた竹を主に、全体の３０％～４０％の伐採を実施 

・ 地盤の強度を損なわない程度の伐採にとどめる 

・ 通過車両を目立たない状態を確保する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 約 20 年野焼きが実施 

されていない地域 

▲火入れ作業 ▲草原景観（タデ原湿原） 

▲竹林整備前 ▲竹林整備後 ▲竹林整備前 
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 (2) 活動による成果・効果 

  Ⅰ：野焼きによる草原景観の保全 

・  九州有数の観光道路である「やまなみハイウェイ」から見る標高 1700m級のくじゅう

連山と草原美を堪能できる。また、景観保全の他に、森林・原野火災の予防、高山・高

原希少植物の環境保護、豊後牛肥育の振興発展にも寄与している。 

Ⅱ：眺望を阻害する樹木や竹林の間伐・伐採 

・  視界を妨げる樹木を伐採した取り組みが、大分合同新聞（H19.5.16）に『絶景ポイン

トを“復元”』と題した記事として取り上げられる。 

・  美しい景観を創出するとともに、地域の人々に整備された竹林の概念を植え付けるこ

とができた。 

 

(3) 活動のきっかけ、目的・目標 

・ 野焼きにより維持されてきた九重の美しい草原が、過疎化や高齢化社会の到来で、藪地

化・未利用地化が進行するなど、景観上の風景劣化が進んでいる。 

・ 美しい草原景観を後世に残す。 

・ 観光協会、牧野組合、九重の自然を守る会や九重町等で飯田高原野焼き実行委員会を組

織。 

・ タデ原湿原の美しい草原景観の保全を目的としたボランティアによる野焼きを、平成５

年より継続的に実施してきた、『タデ原湿原』が平成１７年度にはラムサール条約登録の湿

原となった。 

・ やまなみハイウェイからの眺望が、沿線の樹木の成長により阻害され、眺望景観の満足

度が、道路整備時と比べると半減している。 

 

２．取り組み内容 

(1) 活動を行うに当たっての主な課題 

Ⅰ：野焼きによる草原景観の保全 

・ 野焼きの実施地域では過疎化や高齢化が進んでいるため、人手不足が深刻化してい

る。 

・ 野焼きする区域は急傾斜地も多く、防火帯設置の草刈り作業は、年配の方には危険

な作業になる。 

・ また、野焼きの拡大地域では、樹木の伐採でチェーンソーを使用するため、ボラン

ティアだけでは対応できない。 

・ 延焼防止器具（ジェットシューター）や防火服等の装備の数が少ない。 

・ 近隣地域で野焼きの火の飛び火による火災や、野焼きをしていた高齢者が亡くなる

事故が発生しており、野焼き実施時には万全の安全対策を図る必要がある。 

 

 (2) 具体的取り組み内容 

Ⅰ：野焼きによる草原景観の保全 

   ①防火帯の設置 

飯田高原野焼き実行委員会では、九重町や公益事業費の助成を受け、約１００人規模で
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９月頃に、野焼き実施箇所の周辺に延焼防止のための防火帯の設置を行っている。野焼き

箇所の周辺を少なくとも１０ｍ、場所によっては１２～１４ｍの幅で草を刈り、乾燥させ

た後焼くことで野焼き実施時の延焼を防ぐ。また、野焼きの拡大地域では、防火帯の設置

前に樹木の伐採や搬出の作業が必要であるが、チェーンソーを使うため危険が伴うので、

専門業者の協力を得て防火帯の設置を行っている。 

②火入れ作業 

飯田高原野焼き実行委員会では、九重町や公益事業費の助成を受け、３月中旬より約１

００人規模で野焼き実施区域に火入れを実施している。火入れの実施に際しては、事前に

自治体の許可を受けている。また、火入れの時期には、空気が乾燥していたり風が強い場

合が多いため、現地の状況を的確に把握したうえで、実施の可否を判断し、背負式消火水

のう（ジェットシューター）等の延焼防止器具を使用しながら安全に十分配慮して行って

いる。近年、野焼きの火の飛び火が原因となった火災や、野焼きをされていた高齢者の方

が亡くなる事故も発生していることもあり、実施にあたっては、経験豊富な方の意見を伺

うなど安全対策には十分配慮している。 

③事故防止 

野焼き実施者が参加する勉強会を実施している。 

 

Ⅱ：眺望を阻害する樹木や竹林の間伐・伐採 

     九重町では、平成１８～１９年度にかけて、飯田高原のほぼ全景が目前に飛び込む絶景 

ポイント「朝日台」の景観を取り戻すため、眺望を阻害する樹木の間伐や伐採に取り組ん 

だ。大分県から森林組合への助成金を活用し、所有者の了解を得たうえで、スギ・ヒノキ 

約７００本程度の間伐や伐採を玖珠郡森林組合を通じて行っている。この取り組みは大分 

合同新聞に、絶景ポイントを“復元”の記事（平成１９年５月１６日）として掲載された。 

平成２０年度以降も、九重町では予算を計上し、眺望を阻害する樹木の間伐や伐採に取り 

組んでいる。また、由布市湯布院町でも放置竹林となっていた金鱗湖周辺の竹林整備に取 

り組んでいる。 

 

３．取り組み上の反省点、活動の結果生じた課題、その対応方針等 

過疎化、高齢化が進んでいる地域で継続的に野焼きを実施して草原景観を保全していくため 

には、ボランティアの輪を拡げ地域間で連携した実施体制づくり等で人手不足を補えるかが課 

題である。 

 

４．問い合わせ先 

 Ⅰ：野焼きによる草原景観の保全 

所属団体：飯田高原野焼き実行委員会 

担当者名：髙橋 裕二郎 

電話番号：0973-79-2200 

 Ⅱ：眺望を阻害する樹木や竹林の間伐・伐採 

所属団体：九重町役場農林課 

電話番号：0973-76-2111 
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地域ブロック：沖縄 

ルート名称 ：琉球歴史ロマン街道（宿道） 

活動名称  ：レンタサイクルの実施による地域の活性化 

 

１．活動の概要 

 

 （１）活動内容 

  ①レンタサイクルの実施 

  ②自転車版快適さマップの作成（広域版、ローカル版を作成） 

 

 

 

 

 

   

 

 

 （２）活動による成果・効果 

   平成１８年度より社会実験を経て、現在は名護市内を中心にレンタサイクルを実施してい

る。観光客にとってレンタカーでは見過ごしがちであった地域の魅力を、ゆっくりと自転車

で走ることにより再発見することができ、好評価を得ている。また、マップにより、土地勘

のあまりない観光客のみならず、地域住民以外の県民には認知度が低い歴史的施設の紹介等

も行なっており文化振興及び観光振興に寄与している。 

 

 

（３）活動のきっかけ、目的・目標 

当該地域周辺はリゾート施設のみならず沖縄の歴史的な施設も隣接している一方、レンタ

カーでのアクセスが困難な名所･旧跡箇所も多く観光客だけではなく、県民でも認識がないポ

イントがあった。そこで、隠れた名所･旧跡等観光資源を紹介し地域資源の発掘・地元文化の

発信により基幹産業である観光へ寄与することで観光振興及び地域の活性化を目指した。 

 

満足度

やや不
満
2%

ふつう
3%

満足
46%

大変満
足
49%

N=189

レンタサイクル利用者の満足度 

②自転車版快適さマップ ①レンタサイクルの実施(写真２) ①レンタサイクルの実施（写真１） 

54



 

２．取り組み内容 

（１）活動を行うに当たっての主な課題 

  ①レンタサイクルの実施 

・貸し出し料金の設定（採算性を考慮） 

   ・自転車貸し出し拠点の検討 

   ・自転車走行上安全な経路が確保されているか確認が必要 

  ②自転車版快適さマップの作成 

・ 情報提供の内容 

（２）具体的取り組み内容 

  ①レンタサイクルの実施 

   ・採算性にあたっては、人件費及び自転車の管理費等の費用が必要であることが想定され

利用料金１，０００円／日で、利用頻度は２０台／日以上であれば採算が取れることを想

定（貸し出し場所１箇所当たり）。その確認として社会実験を実施（平成１８年度、平成

１９年度）した。 

   ・貸し出し拠点については実現可能性を考慮して、利便性（アクセス性、観光施設への近

接度）に優れる公共施設等を中心に適地を選定した。そのほか、貸し出しスペース・保管

スペース・駐車スペース・トイレの有無も考慮した。検討の結果、条件は合うものの地域

活性化への効果が低い場所や、立地条件は良いものの施設内に余剰スペースのない場所な

ど運営面に困難のある施設を除いて下記の貸し出し場所に決定した。 

 

 

真栄田の一理塚 

フェーレー岩 

護佐丸父祖の墓 

唐人墓碑 

山田谷川の石矼 

仲泊遺跡 

55



   【平成１８年度】 

    貸し出し場所：恩納村４箇所（恩納村商工会、漁港、コンビニ、物産センター） 

    期間及び利用者：夏季 平成１８年８月２５日（金）～９月１４日（木） １２７台 

            秋季 平成１８年 11 月 14 日（火）～12 月４日（月）  １２０台 

    貸し出し料金：夏季 ５００円／日   秋季 ２００円／ｈ（１日最大 1,000 円） 

   【平成１９年度】 

    貸し出し場所：恩納村３箇所（恩納村博物館、コンビニ、観光施設） 

           名護市３箇所（ツール・ド・おきなわ協会、道の駅「許田」、交流館） 

    期間及び利用者：平成１９年７月２３日（月）～１１月２０日（火） ４５０台 

    貸し出し料金：スタンダードタイプ※１ ４００円／２ｈ（１日最大 1,000 円） 

           レジャータイプ※２   ６００円／２ｈ（１日最大 1,500 円） 

※ １マウンテンバイク、シティサイクル等 ※２スポーツバイク、クロスバイク等 

 

・ なお、走行上安全な経路の確保については道路管理者とＮＰＯの一体となった道路環

境整備をおこなった。段差や勾配といったサイクリングをするうえで支障となる箇所

を点検し、改善可能な箇所については道路管理者と連携して改修をすることでよりよ

いみち作りを実施。なお、その結果は「走行改善カルテ」を整理することでフォロー

アップを実施。 

 

 

 

 

 

 

  

  ②自転車版快適さマップの作成（平成１９年度、平成２０年度） 

レンタサイクル社会実験時のアンケートより、地域に点在する名所・旧跡は案内標識の

整備が遅れており土地に不慣れな自転車利用者は目的地までの安全・快適なルートを把握

することが困難であることがわかった。そのため、サイクリングをしながら南国ならでは

の海と景勝地、文化遺産等を両方楽しめ、かつ、安全で快適な自転車利用を援助する目的

で「自転車版快適さマップ」を作成した。また、作成に当たっては各地域でボランティア

ガイドなどを実施しているパートナーシップと協働作成し、史跡などの地域資源情報を盛

り込んだ。自転車道や自転車レーン、道路の勾配を図示することで快適コースを紹介、あ

わせて美ら海水族館、各リゾートビーチ、今帰仁城跡等観光拠点などの観光スポットに関

する情報も掲載している。 

さらに、日頃から自転車利用頻度多いツール・ド・おきなわ大会への参加者にもアンケ

ートを実施し、道路の勾配、自転車道の有無等自転車利用に便利なルートの選定等必要な

項目を抽出。また出来上がったマップを大会参加者に配布し、利便性についてアンケート

を実施しすることで、さらなる利便性を追及した。 

 

【対策実施状況】

側溝の蓋がなく危険 側溝蓋を設置

対策実施

【対策実施状況】

側溝の蓋がなく危険 側溝蓋を設置

対策実施
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自転車版快適さマップ（ローカル版） 

 

自転車での道路の走りやすさ

を６段階で評価し、分かりやす

いよう色で表現。 

 

 
観光スポットの紹介や地元のお店

情報などを掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．取り組み上の反省点、活動の結果生じた課題、その対応方針等 

 ①レンタサイクルの採算性 

  レンタサイクルについては、観光客及び地域外の県民にも一定の評価は受けているものの、 

１日あたりの利用が少なく、採算面は厳しい結果となっている（１箇所あたり２０台／日の

利用が必要）。これらについては、レンタサイクルの認知度調査を実施したところ、県内の方

で約５割、県外の方で約７割、全体で約６割がレンタサイクルを認知していない結果を確認

していることから徹底した広報等を実施することで、今後改善を図りたいと考えている。地

域の通り会などとも連携し自転車や快適さマップに地域のお店・飲食店当の広告を有料で掲

載するなど副次的な収入を確保することで料金収入の変動に対応できる収入システムの構築

を検討し、採算性の改善を行いたい。 

   また、旅行代理店等への自転車で巡る観光ツアー等を売り込むことで認知度向上を図りた

いと考えている。 

 ②貸し出し拠点 

実験時においては公共施設等を中心に選定したため問題は生じなかったが、名護市～恩納

村内の主要リゾートホテルに対し今後協力してもらえるか調査したところ、ポスター掲載な

どの協力はできるが貸し出し拠点としては全ての施設から協力を得られないとの回答となっ

た。利便性向上を図るためにも、今後地域に働きかけを続け協力施設を増やす必要がある。 

 ③自転車走行環境 

自転車利用者へのアンケート調査を実施したところ全体の６割から７割の方から「走りや

すい」との回答を得ている一方、個別問題点として「幅員」「段差」については効果が現れて

いないことが明らかになった（平成１８年度１０件の問題指摘に対し、平成１９年度は１１

件の問題指摘）。これについては、主な指摘が歩道・路肩が狭いことや乗り入れ口の段差など

すぐには対応できない指摘事項だったためと考えられるが、現在歩道整備等を進めており併

せて指摘事項が解消できるよう対応していきたい。 

  

４．問い合わせ先 

 所属団体：沖縄総合事務局 北部国道事務所 調査課 

 担当者名：調査課長 川崎 

 電話番号：0980-52-4350 

 関連ＨＰ：http://www.tour-de-okinawa.jp/sukumichi/index.html 
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 ■ 風景街道地方協議会等の連絡先 

● シーニックバイウェイ北海道推進協議会（北海道開発局建設部道路計画課内） 

 電話 011-709-2311（代表） 

● 東北風景街道協議会（東北地方整備局道路部道路計画第二課内） 

 電話 022-225-2171（代表） 

● 風景街道関東地方協議会（関東地方整備局道路部道路計画第二課内） 

 電話 048-601-3151（代表） 

● 北陸 風景街道協議会（北陸地方整備局道路部道路計画課内） 

 電話 025-280-8880（代表） 

● 風景街道中部地方協議会（中部地方整備局道路部計画調整課内） 

 電話 052-953-8119（代表） 

● 近畿風景街道協議会（近畿地方整備局道路部地域道路課内） 

 電話 06-6942-1141（代表） 

● 中国地方風景街道協議会（中国地方整備局道路部地域道路課内） 

 電話 082-221-9231（代表） 

● 四国風景街道協議会（四国地方整備局道路部地域道路課内） 

 電話 087-851-8061（代表） 

● 九州風景街道推進会議（九州地方整備局道路部道路計画第二課内） 

 電話 092-471-6331（代表） 

● 沖縄地方風景街道協議会（沖縄総合事務局開発建設部道路建設課内） 

 電話 098-866-0031（代表） 

● 国土交通省道路局 環境安全課 道路環境調査室 

 電話 03-5253-8111（代表） 




